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期間　２月16日月～３月16日月
　　　　　   （土日祝日を除く）

会場　役場２階　会議室１　　受付・待合室　 役場２階　会議室２
相談時間　 午前の部…午前９時～11時  （受付  午前８時30分～ 11時）

　　　　　 午後の部…午後１時～  ４時  （受付  午前11時～午後４時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　         ※木曜日は午後７時まで

※午前11時以降に受付をした場合は、相談時間が＜午後の部＞となります。
※玄関および待合室は午前８時に開場しますが、受付簿等は午前８時30分に設置します。

注意事項
○混雑状況等によっては、長時間お待ちいただく可能性があります。
　時間に余裕をお持ちのうえお越しください。
○本会場で受付できるのは、簡易な内容の申告に限ります。
　詳細は7ページ「ご確認ください！」をご覧ください。

所得税および
町民税・県民税の  

申告相談を
実施します

　令和7年分の所得税および町民税・県民税
の申告時期となりました。
　本年度も会場を設け、申告相談を実施しま
す。利用される場合は日程等をご確認のうえ、
お越しください。
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申告相談スケジュール
○混雑緩和のため、可能な限り、各地区の指定日に来庁ください。
　なお、ご都合がつかない場合は、毎週木曜日の時間外相談や全地区対象日等をご利用ください。
※別地区の指定日に来庁される場合でも、電話等による事前連絡は不要です。

ご確認
ください!

　町の申告相談会場では、簡易な内容の申告や相談に限り受け付けます。
　次のような申告は、受け付けることができませんので、佐久税務署での申告や
相談をお願いします。
　佐久税務署における確定申告会場や期間等に関することは9ページ「佐久税務
署から確定申告のお知らせ」をご確認ください。

申告を
忘れると

　所得額や税額は町・県・国のさまざまな制度を利用する際の基準となるため、申告を忘れると、
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・保育料・公営住宅使用料などの算定に影響を及ぼす
場合があります。

受け付けることができない方（一例）

◦青色申告の方
◦土地・建物や株式の売却（譲渡）等があった方
◦暗号資産（仮想通貨）、FX等がある方　
◦先物取引の雑所得があった方　　 
◦純損失や雑損失の繰越控除を受ける方

◦初年度の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受ける方
◦消費税や贈与税に関する申告や相談のある方
◦準確定申告（亡くなった方等の申告）をする方

  ●共通してお持ちいただくもの

  ●申告内容に合わせてお持ちいただくもの（一例）

□ 本人確認書類（マイナンバーカードや運転免許証等）
□ 本人と扶養親族のマイナンバー確認書類（マイナンバーカードや通知カード等）
□ 本人名義の振込口座のわかるもの（預金通帳等）　※所得税が還付となる場合に必要
□ 利用者識別番号（ID・パスワード）のわかる書類　※取得している方のみ
□ 所得税の予定納税額のわかる書類　※所得税の予定納税をしている方のみ

□ 給与、年金等の源泉徴収票
　 ※年末調整の有無や、金額の多少にかかわらず全ての支払元の源泉徴収票をご持参ください。
□ 事業所得の方は収支内訳書  ※ご自宅で作成の上、証拠書類と併せてご持参ください。
□ 国民年金、生命保険等の各種所得控除証明書
□ 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料納付額証明書
□ 医療費控除の明細書（医療費控除を受ける方）※ご自宅で作成の上、証拠書類と併せてご持参ください。
　 医療保険者から送付される「医療費通知」を利用する場合は医療費通知をお持ちください。
　 （※11～12月診療分は医療費通知に記載されていませんので、該当のある方はご自身で明細の作成をしてください。）
□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書
　 本人又は扶養親族が上記手帳等をお持ちで、障害者控除を受ける場合はご持参ください。
□ 寄付金控除の対象となる団体へ寄付した際の領収書等
　 ※ふるさと納税のワンストップ特例利用分も含めてご持参ください。

※必要書類（下記参照）に不足がある場合は、一度ご帰宅いただくなど、再度来庁をお願いしております。
　ご了承ください。

※町民税・県民税申告の添付書類として提出いただいた書類の返却はしませんので、あらかじめご了承ください。

申告相談に必要なもの

電子申告
が

できます

　所得税の確定申告や消費税、贈与税の申告は『e-Tax（イータックス）』（所得税等の国税の
電子申告・納税システム）から申告が可能です。また、個人住民税（町民税・県民税）申告も
令和８年度申告分（令和７年中の収入に対する申告分）から、『eLTAX

（エルタックス）』（地方税ポータルシステムの呼称。地方税の申告や納付をす
るシステム）を利用して申告手続きが可能となります。どちらの申告も
マイナンバーカードやスマートフォン等が必要になります。住民税申
告の電子化についての概要は、地方税共同機構の特設ページをご確認
ください。（https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336）

住民税申告
電子化特設ページ
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